
令和７年度第１回太宰府市地域公共交通活性化協議会  次第  

 

日時：令和７年５月２１日（水）１４時開始  

場所：太宰府市役所  ４階大会議室  

 

 

１  開会  

   ・委嘱状交付  

・挨拶  

 

 

 

２  議事  

 【議題】  

 １  路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について  

 

 

 

 ２  今後のコミュニティバスについて  

 

 

 

３  その他  

   １  太宰府市第二種運転免許取得支援事業について  

 

 

 

 

４  閉会  

 

 

 



任期：令和8年3月31日まで

Ｎo. 選出区分 氏名 所属団体等

1 副市長 原口　信行 太宰府市

髙橋　拓大 九州旅客鉄道(株)　経営企画本部　経営企画部　副課長

田代　幸輔 西日本鉄道(株)　鉄道事業本部　計画部　計画課長

3
一般乗合旅客自動車運送事業者及びその
組織する団体において選出された者

池田　舞 西日本鉄道(株) 自動車事業本部 営業部 地域ネットワーク担当 課長

4
一般乗用旅客自動車運送事業者及びその
組織する団体において選出された者

中井　一貴 有限会社太宰府タクシー　代表取締役

5 校区自治協議会を代表する者 松本　芳生 太宰府市自治協議会　内山区自治会長

6 福岡運輸支局長又はその指名する者 永松　靖二 国土交通省　九州運輸局　福岡運輸支局長

7
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動
車の運転者が組織する団体の代表者

森本　直弥 西鉄バス二日市株式会社　助役兼自動車運転士

永松　寿隆 国土交通省　九州地方整備局　福岡国道事務所　計画課長

井上　高志 福岡県　那珂県土整備事務所　企画班　地域整備主幹

堀　修一朗 太宰府市　都市整備部　建設課長

9 公安委員会を代表する者又は交通管理者 山口　裕丈 福岡県警察　筑紫野警察署　交通課　交通総務係長

10 識見を有する者 寺町　賢一 九州工業大学大学院　工学研究院　建設社会工学研究系　教授

日宇　悟史 西日本鉄道(株)　まちづくり・交通・観光推進部　課長

鈴木　貴大 国土交通省　九州運輸局　交通政策部　交通企画課　課長

三重野　直美 福岡県　企画・地域振興部　交通政策課　課長補佐

八尋　茂雄 太宰府市総合戦略推進委員会　委員長

楠田　悦子 モビリティジャーナリスト

竹井　正彦 太宰府市商工会 観光部会長（(有)ナカガミ　代表取締役）)

池上　順一 バリューマネジメント(株)　地域創生部　ゼネラルマネージャー

【事務局】

伊藤　健一

古賀　千年志

前田　勝一朗

柴田　義則

長澤　浩平

久保　弘樹

田渕　利治

太宰府市地域公共交通活性化協議会　委員名簿

2
鉄道事業者及びその組織する団体におい
て選出された者

8
市内に存する道路の道路管理者又はその
指名する者

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

11 その他市長が適当と認める者

太宰府市 都市整備部　部長

太宰府市 都市整備部 都市計画課　課長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当係長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当
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○太宰府市地域公共交通活性化協議会規則  

平成 30年３月 27日  

規則第 10号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例（昭和 60年条例第 17号）

の規定に基づき、太宰府市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務）  

第２条  協議会の所掌事務は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うもの

とする。  

(1) 地域の実情に応じた適切な旅客輸送の態様等に関すること。  

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

(3) 生活交通の確保、維持及び改善のための事業に関すること。  

(4) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号）第５

条第１項に規定する地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の策定

及び変更に関すること。  

(5) 交通計画に定められた事業の実施及び連絡調整に関すること。  

(6) 地域公共交通確保維持改善事業に関すること。  

(7) その他必要な事項  

（令３規則 44・令６規則 55・一部改正）  

（組織）  

第３条  協議会は、 25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市

長が委嘱又は任命する。ただし、第１号に掲げる者については、別に辞令を用

いることなく委員に命じられたものとする。  

(1) 副市長  

(2) 鉄道事業者及びその組織する団体において選出された者  

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出され

た者  

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出され

た者  
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(5) 校区自治協議会を代表する者  

(6) 福岡運輸支局長又はその指名する者  

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代

表者  

(8) 市内に存する道路の道路管理者又はその指名する者  

(9) 公安委員会を代表する者又は交通管理者  

(10) 識見を有する者  

(11) その他市長が適当と認める者  

（令６規則 55・一部改正）  

（任期）  

第４条  委員の任期は２年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を

離れたときは、委員の職を失う。  

２  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  委員の再任は、これを妨げない。  

（会長及び副会長）  

第５条  協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２  会長は、会議を総理し、協議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。  

２  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３  会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

４  会議は、旅客の利便性を損なわないと協議会で認められた事項について協議

する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項に

ついては、会長が書面により委員に報告を行うものとする。  

５  協議会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。  

（協議結果の取扱）  
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第７条  協議会において協議が調った事項については、関係者は、その結果を尊

重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

（分科会）  

第８条  協議会は、必要に応じ分科会を置くことができる。  

２  分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

（令６規則 55・一部改正）  

（庶務）  

第９条  協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。  

（委任）  

第 10条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この規則は、平成 30年４月１日から施行する。  

附  則（令和３年規則第 44号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（令和６年規則第 55号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

 



令和7年度第1回
太宰府市地域公共交通活性化協議会資料

太宰府市都市計画課

1

資料１



本日の内容

議題１
路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について

議題２
今後のコミュニティバスについて

その他
太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
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議題１

路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について

1.経緯
2.星ヶ丘線の廃止期限の延長
3.減便対応代替交通の運行(激変緩和)
4.太宰府市デマンド交通実証実験事業
5.代替交通モード導入へのスキーム(案)



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
1.経緯
(1)令和6年3月29日付けで西鉄バス二日市(株)から福岡県バス対策協議会へ「乗合バ

ス路線の廃止及び一部区間廃止について」申出書が提出（参考資料1）
・路線名︓星ヶ丘線(太宰府市)

・廃止予定日︓令和7年4月1日

(2) 福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会開催
ｱ 令和6年5月8日 第1回
○令和7年4月1日付け一部区間廃止予定路線（星ヶ丘線）に係る協議
出席者︓福岡運輸支局、福岡県、太宰府市、西日本鉄道（株）
協議結果︓太宰府市の地域公共交通会議に諮り、今後の対応について検討
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(3)太宰府市地域公共交通活性化協議会開催

ｱ 令和6年8月7日 令和6年度第1回
○市組織強化報告
○運転士不足の状況及び推移予測説明
○星ヶ丘線に関する一部区間廃止の内容説明

ｲ 令和6年10月21日 令和6年度第2回
○星ヶ丘線の地域課題の分析・整理
○利用者ニーズ把握検討報告
○代替交通モード導入の検討協議

ｳ 令和7年2月13日 令和6年度第3回
○バス利用に関する利用者アンケート調査結果
○沿線自治会長及び県立高校からの主な意見
○星ヶ丘線に関する方向性
○持続可能な地域公共交通の再構築
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筑紫野市・太宰府市エリア 路線図の概要

筑紫野市

6

【凡例】

星ヶ丘線 一部廃止区間

星ヶ丘線 存続区間

二日市線

まほろば号高雄回り

筑紫野市



星ヶ丘線沿線地域の地形及び利用状況の概要
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
2.星ヶ丘線の廃止期限延長
(1)事業者との協議結果

通勤・通学等の日常生活に必要不可欠な路線であることから、沿線地域にお住まいの
方々にとって、突然の路線廃止は日常生活に大きな支障をきたすため、激変緩和が必要
となるとともに、代替交通モードの検討・導入には、事業者との連携・調整や運行車両
の手配に時間を要するため、事業者との協議の結果、廃止期限を延長する方向性を本協
議会に報告し、令和7年2月21日付けで西鉄バス二日市(株)から福岡県バス対策協議会
へ「乗合バス路線の一部区間廃止日の変更について」（参考資料2）が提出。

・路線名︓星ヶ丘線(太宰府市)

・廃止予定日(変更)︓令和8年4月1日
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(2)運転士不足への対応

現在、1台のバスを2人の運転士で運行している状況となるが、運転士不足が深刻化
しているため、令和7年10月1日から1台のバスを1人の運転士にて運行を検討。

(3)令和7年10月1日からの減便の方向性
運転士の拘束時間、運転時間(連続含む）、休息時間等の基準を順守し、1人の運転士

で可能な範囲で運行を検討。

9



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(4)令和7年10月1日減便のイメージ時刻表 ※変更の可能性あり
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(4)令和7年10月1日減便のイメージ時刻表 ※変更の可能性あり
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7.利用時間帯【平日・行き】

12

7.利用時間帯【平日・帰り】
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(5)星ヶ丘線バス利用に関する利用者アンケート調査結果(利用時間帯)



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について

7.利用時間帯【休日・行き】
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7.利用時間帯【休日・帰り】
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(5)星ヶ丘線バス利用に関する利用者アンケート調査結果(利用時間帯)



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
3.減便対応代替交通の運行(激変緩和)
(1)令和7年10月1日ダイヤ改正による減便時間帯への対応(案)

運転士1名による運行となることで、空白時間帯が生じる。
そのため、空白時間帯にて代替交通を運行することを検討。
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○車両タイプ ジャンボタクシー
○運行形態 定時定路線 ※現行ダイヤ同等
○許可 4条許可（通常）or21条許可（緊急）

ダウンサイジングの実施により最適化(激変緩和)

小型バス︓定員30名以上ジャンボタクシー︓8人乗り
≦

※各バス停の発車人員
(R6.4月平均)

11時台 0人〜11.8人
12時台 0.2人〜10.1人
13時台 0.4人〜8.3人
14時台 0.3人〜5.7人

<



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(2)令和7年4月1日から令和8年3月31日の運行イメージ

15

上段︓始発バス停発車時刻
下段︓運行中の最大発車人員（R6.4月平均）



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
(3)運行に向けたスケジュール(案)
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

太宰府市

本協議会

運賃、乗降拠点等
検討

運賃、乗降拠点等
検討

会議会議 会議会議

道路管理者
公安委員会
との協議

道路管理者
公安委員会
との協議 許可

申請
許可
申請

地元説明・意見交換地元説明・意見交換

会議会議会議会議

公共交通事業者を取り巻く注視すべき主な社会情勢等
・2024年問題に伴う、物流・運送及び公共交通の輸送減少
・運行事業者との調整（運転士不足）
・運行車両の手配（納期長期化）

運行運行

利用者
アンケート
利用者

アンケート



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
4.太宰府市デマンド交通実証実験事業
(1)エリア選定等の検討

ｱ 前提
・デマンド交通の導入や転換が望ましいエリアの検討。
・「交通空白地や不便地への新規導入」「既存の定時定路線型からの転換」を対象。

※「交通空白地や不便地」については、一部区間廃止の申出が提出されている「星ヶ丘線」を含む。

ｲ 留意点
・利用者視点…「事前登録・予約が必要」
・運行主体(市)視点…「システムや予約オペレータ等の導入・維持に係る費用」
・乗客定員が「8名程度」と少ない為、通勤通学時間帯の需要への対応を要精査
※「新規導入」「転換」を検討する際は、利用者視点に立って利便性が維持できるか

を慎重に判断。

ｳ エリアの選定にあたっての着眼点
・「交通空白地・不便地」の解消

特に一部区間廃止の申出が提出されている「星ヶ丘線」エリアは大きな「交通空白
地・不便地」となる。

・多様なOD(発地/着地の組合せ) 
目的施設（商業・医療等）が「駅近辺だけでなく面的に(分散して)立地」している
エリア等では、デマンド交通新規導入・転換で目的施設間の移動の利便性向上が期
待できる。
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
4.太宰府市デマンド交通実証実験事業
(2)国土交通省「交通空白」解消緊急対策事業
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
4.太宰府市デマンド交通実証実験事業
(3)国土交通省「交通空白」解消緊急対策事業への公募目的(概要)

○本市内では、住民や観光客の移動を支えるため、多様な交通モードが運行
○バス事業者の慢性的な乗務員不足が深刻化するとともに赤字運行
○路線バスの減便・廃止の申出
○R7.3.31廃止路線をR8.3.31まで廃止期限を1年間のみ延長
○当該路線の廃止に伴う影響人口は約2,000人
○高低差50ｍの一定の人口密度を保っている丘陵地
○その他の地域でも狭隘道路等が理由で交通空白
○地域の特性に応じた市民の移動手段の確保が必要
○AIデマンドによって本市の課題を解決し、将来にわたって持続可能な公共交通体系
の一翼を担うよう、地域・住民・観光客の移動需要に応え、生活の質的維持・向上
や地域活性化等に寄与する新たな交通サービスを提供
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議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
4.太宰府市デマンド交通実証実験事業
(4)実証運行に向けたスケジュール(案)

20

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

太宰府市

システム等
委託事業者

本協議会

エリア
設計
エリア
設計

運賃、乗降拠点等
検討

運賃、乗降拠点等
検討 システム環境構築システム環境構築

実証運行実証運行

会議会議 会議会議

道路管理者
公安委員会
との協議

道路管理者
公安委員会
との協議

許可
申請
許可
申請

地元説明・意見交換地元説明・意見交換

会議会議会議会議

契約
締結

データ・資料等の
作成・収集

データ・資料等の
作成・収集 本

格
運
行
（
予
定
）

本
格
運
行
（
予
定
）

車両
導入
車両
導入

完了
実績

データ・
資料等
の分析

データ・
資料等
の分析

公共交通事業者を取り巻く注視すべき主な社会情勢等
・2024年問題に伴う、物流・運送及び公共交通の輸送減少
・運行事業者との調整（運転士不足）
・運行車両の手配（納期長期化）

利用者
登録開始
利用者
登録開始



議題１ 路線バス輸送サービス変更の申し出に係る対応方針について
5.代替交通モード導入へのスキーム（案）

21

導入検討エリア
住民・利用者

利用者ニーズ把握

本協議会
意見・助言

代替交通モード
導入の検討

地域課題
分析・整理

代替交通モードの導入

乗降
場所

便数
運賃

公共交通事業者を取り巻く注視すべき主な社会情勢等
・2024年問題に伴う、物流・運送及び公共交通の輸送減少
・運行事業者との調整（運転士不足）
・運行車両の手配（納期長期化）
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議題２

今後のコミュニティバスについて

1.ダイヤ改正方針
2.公共交通再編に向けた背景と検討状況



議題2 今後のコミュニティバスについて
1.ダイヤ改正方針
（1）改正方針

・前回（R6.3/23）ダイヤ改正以降に寄せられた利用者等からの意見も参考に運行ダ
イヤ等の見直し

・運行事業者の西鉄バス二日市㈱が令和7年10月から西日本鉄道㈱に吸収合併される
ため、西日本鉄道㈱の労働条件に合わせたダイヤへの見直し

（2）改正時期
令和７年９月下旬頃を予定

（3）ダイヤ改正案
次回本協議会で説明

23
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2.公共交通再編に向けた背景と検討状況
（1）公共交通再編検討の背景

①深刻化する運転士不足
②路線維持のための財政負担の増加
③複雑化する問題や多様化するニーズへの対応

議題2 今後のコミュニティバスについて
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2.公共交通再編に向けた背景と検討状況
（1）公共交通再編検討の背景

①深刻化する運転士不足
・全国的に大型二種免許を保有している運転士が不足し、高齢化も進んでいる。

大型二種免許の交付件数も減少傾向にある。

・まほろば号を運行している西日本鉄道㈱においても、採用強化、待遇改善等を図っ
ているものの、慢性的な運転士不足の状況が続いている。

議題2 今後のコミュニティバスについて

出典︓警察庁、運転免許統計

【大型二種免許の交付件数の推移】【大型二種免許保有者数とその65歳以上の割合の推移】

出典︓西日本鉄道㈱提供資料

出典︓警察庁、運転免許統計
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2.公共交通再編に向けた背景と検討状況
（1）公共交通再編検討の背景

②路線維持のための財政負担の増加
・燃料費や資材などの物価高騰の影響による運行経費

及び運行補助の増加
・老朽化した車両の更新など設備投資も必要
・コミュニティバスに加えて市内路線バスへの補助

R4年度以降1路線（宇美〜太宰府線）
R7年度以降3路線（宇美〜太宰府線、星ヶ丘線、南ヶ丘線）への補助

⇒今後も更なる財政負担の増加が見込まれる。限られた財源の中では補助額に
も限界がある。また財政負担が増えることで他の公共サービスの質や提供
範囲が低下するといった懸念もある。

議題2 今後のコミュニティバスについて

出典︓経済産業省 資源エネルギー庁
石油製品価格調査「給油所小売価格調査（軽油）」
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2.公共交通再編に向けた背景と検討状況
（1）公共交通再編検討の背景

③複雑化する問題や多様化するニーズへの対応
・運転免許を返納された方や、バス停まで移動が困難な方に対する移動手段の確保
・一部路線、一部区間、特定の時期における観光需要の高まり（オーバーツーリズ

ム）への対応
・限られた資源（運転士、車両、財源）において、住民や観光客の移動需要への対応

議題2 今後のコミュニティバスについて

紅葉時期のまほろば号内山線の様子
西鉄太宰府駅バス停 内山（竈門神社前）バス停
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2.公共交通再編に向けた背景と検討状況
（2）公共交通再編に向けた検討状況

・コミュニティバスなど現状のバス路線について、交通事業者から提供されたデータ
なども参考に利用状況等の分析を行っている。
⇒利用状況も踏まえた路線や車両の最適化、運賃体系の見直しを検討するとともに、
交通モードについても検討を行い、持続可能な地域公共交通を目指す。

議題2 今後のコミュニティバスについて

１ ２ ３ ４ ５
コミュニティバス
「まほろば号」

まほろば号
地域線 デマンド交通 自家用有償

旅客運送 タクシー

※嘉麻市HP
デマンド運行型バス

※筑紫野市HP
御笠自治会バス ※㈲太宰府タクシーHP

交通モードの例
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その他
太宰府市第二種運転免許取得支援事業について

1.ドライバー数の状況
2.大型第二種免許保有者の推移等
3.国や県における運転士確保に向けた主な取組
4.本市における運転士確保に向けた方向性
5.太宰府市地域公共交通計画(案)への位置づけ予定施策の先行実施



その他 太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
1.ドライバー数の状況

30資料：公共交通シンポジウムin福岡2024



その他 太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
2.大型第二種免許保有者の推移等

31資料：運転免許統計を基に作成



その他 太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
3.国や県における運転士確保に向けた主な取組

(1)国土交通省
交通DX・GXによる経営改善支援事業等のうち、旅客自動車運送事業者等

による人材確保に要する経費（人材確保セミナー開催経費、広報業務に関す
る経費、二種免許取得に関する経費等）に対する支援を実施

32資料：国土交通省



その他 太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
3.国や県における運転士確保に向けた主な取組

(2)福岡県
バス事業者及びタクシー事業者が運転手の確保に向けて行う職場環境改善

のための施設・設備の整備を支援。
地域公共交通の人材確保に向け、バス・タクシードライバーに対する若者

や女性等の関心向上と印象改善を図ることを目的として、その重要性や魅力
を伝えるための特設サイトと動画を制作

33資料：福岡県



その他 太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
4.本市における運転士確保に向けた方向性

34資料：令和5年度第2回太宰府市地域公共交通活性化協議会資料



その他 太宰府市第二種運転免許取得支援事業について
5.太宰府市地域公共交通計画(案)への位置付け予定施策の先行実施

(1)太宰府市第二種運転免許取得支援事業の実施
市民の就業機会の拡大及び乗合バス・タクシー等の運転士確保を図るとと

もに、市内を運行する乗合バス路線、タクシー事業者の維持・確保を図るた
め、大型自動車、中型自動車及び普通自動車の第二種運転免許を取得した者
に太宰府市第二種免許取得事業補助金を交付することによって、本市にとっ
て望ましい持続可能な公共交通の実現に寄与することを目的とする。

35

補助対象
⇒令和7年6月1日以降に、第二種運転免許を取得した市民で以下の条件を満たす者
・19歳以上65歳未満
・市内を運行する乗合バス事業者乗務員または市内及び隣接市町に所在するタクシー事業者乗務員として採用されている。
・市税滞納がなく、暴力団等との関係を有しないこと。

補助対象経費
・大型、中型、普通第二種運転免許取得のため教習所に支払った費用（教習、検査、教材費など）

補助金額（補助対象経費の1/2以内の額か下記の上限額のいずれか低い額）
・大型二種 ⇒ ２８万円 （乗車人数︓制限なし） ※大型バス
・中型二種 ⇒ ２０万円 （乗車人数︓11人以上29人以下） ※ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ・ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ等
・普通二種 ⇒ １３万円 （乗車人数︓10人以下） ※ｾﾀﾞﾝ・ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ等



㊢ 参考資料１
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